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参考資料の配付について  

 

 

このことについて，下記の資料を別添のとおり配付いたします。  

 

 

記  

 

 

１ 配付資料 

 

○ 指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防  

サービス事業者の指定の一部効力停止について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉部管理課） 

 



指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス 

事業者の指定の一部効力停止について 

 

 

社会医療法人高橋病院が設置している「認知症高齢者グループホーム秋桜」について，本市

は，令和５年４月２６日に実施した監査の結果，次のとおり，介護保険法第７８条の１０第６

号および第１１５条の１９第１１号に該当する事実が認められたため，令和５年８月１８日付

で，指定の一部効力を停止することとした。 

 

 

１ 指定の一部効力停止となる事業者等 

（１）事 業 者 名  社会医療法人 高橋病院 

（２）代 表 者 名  理事長 高橋 肇 

（３）事 業 所 名  認知症高齢者グループホーム秋桜 

（４）事業所所在地  函館市宝来町１４番２５号 

（５）サービス種別  認知症対応型共同生活介護，介護予防認知症対応型共同生活介護 

（６）指定年月日  平成１５年８月２６日 

 

 

２ 指定の一部効力停止期間 

令和５年９月１日から令和６年２月２９日までの６月間 

 

 

３ 指定の一部効力停止（新規利用者の受入停止６月）の理由および根拠法令 

介護職員１名が，２名の入居者に対し，食事を提供しない等のネグレクトや服薬介助中に

頭部を殴打するなどの身体的虐待を行った。 

（介護保険法第７８条の１０第６号，第１１５条の１９第１１号） 

 

 

４ 指定の一部効力停止に至る経緯 

令和５年 ３月２８日 事業者から虐待の第一報 

３月３０日 事業者から事故報告書の提出 

４月２６日 監査の実施 

８月 ４日 

 

指定の一部効力停止（新規利用者の受入停止６月）の処分に

あたり，行政手続法第１３条の規定に基づき聴聞を実施 

８月１８日 処分通知 

９月 １日 
～令和６年２月２９日 

指定の一部効力停止（新規利用者の受入停止６月） 

 


